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◆最新・行政の動き 

  

12月から検知器によるアルコールチェック義務化へ 

 

昨年 4月 1日より施行された改正道路交通法施行規則で、運

送業等ではない会社でも「定員 11人以上の車両を 1台以上保

有」もしくは「車両を 5台以上保有」している場合には、業務

で運転する場合運転者の酒気帯びの有無（アルコールチェッ

ク）を目視で確認することが義務付けられています。 

本来、検知器によるアルコールチェックも昨年の 10月より

義務開始予定でしたが、半導体不足などの影響で、検知器が入

手困難になったことにより延期されていました。 

今回、アルコール検知器の流通見込みが十分として、この延

期を削除する内閣府令案が示されており、改正がされると、12

月に検知器によるアルコールチェックが義務となります。 

 アルコールが少量でも検出された場合には、酒気帯び運転と

なるため、業務での運転はしてはいけません。 

しかし、検知器によるアルコールチェックの場合、歯磨き粉

や栄養ドリンク等の微量のアルコールも検出してしまうため、

すでに運用開始している運送業の会社でも、最初のうちは社内

で混乱があったとのことです。 

なるべく早めに、社内準備を始めたほうが良いでしょう。
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◆ニュース 
 

精神障害の労災認定 評価項目にカスハラ追加へ 
 

 厚生労働省は、精神障害の労災認定基準の見直しに向けた専門検討会の報告書案を明らかにし

ました。 

請求件数が大幅に増加するなか、審査を迅速・適切に行えるようにするため、業務上の心理

的負荷に関する評価項目を追加・整理した新たな評価表を盛り込んでいます。 

評価項目の１つに、「対人関係」に関する具体的出来事として「顧客や取引先、施設利用者

等から著しい迷惑行為を受けた」（カスタマーハラスメント）を追加しました。 

また、具体的出来事の１つであるパワハラに関しては新たに、性的指向・性自認に関する精

神的攻撃を含むことを明記しました。 

「仕事の質・量」に関する具体的出来事には、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務へ

の従事」を加えています。 
 
 

育休復帰後キャリア権に配慮なく部下０人は不利益取扱い 東京高裁 
 

アメリカン・エキスプレスで部長職として働く女性労働者が、育児休業復帰後に部下を０人

にされたことなどを不服とした裁判で、東京高等裁判所は同社に慰謝料など 220 万円の支払い

を命じました。 

労働者は平成 20 年８月に同社に契約社員として入社し、営業部門に配属。22 年１月に正社

員となり、26年１月にはチームリーダーに昇格し、37人の部下を抱えていました。 

26年 12月に妊娠し、27年７月からは産前・産後休業と育児休業をそれぞれ取得し、28年８

月に復職しました。同社は同年１月に組織再編を図り、労働者の率いるチームは消滅しました。 

復職に当たり、同社は新設の「アカウントマネージャー」というポジションを労働者に割り

当てました。職務等級は復職前と同一でしたが、部下は１人もいませんでした。業務内容は、

復職直後は新規販路の開拓業務で、同年 10 月には電話営業が中心になりました。同社は 29 年

１月にさらなる組織再編を図りましたが、労働者を引き続き部下を持たないアカウントマネー

ジャーのポジションに据え置きました。 

一審の東京地方裁判所は、男女雇用機会均等法と育児介護休業法が禁止する不利益取扱いは

ないと判断しましたが、二審の同高裁は一転して、アカウントマネージャーとして復職させた

同社の対応は不利益取扱いに加え、公序良俗違反（民法第 90 条）、人事権濫用に当たると評価

しました。業務内容の質が著しく下がり、賃金についても業績連動部分が大きく減少する不利

益があったと指摘。「何よりも妊娠前まで実績を積み重ねてきた労働者のキャリア形成に配慮

せず、これを損なうものであったといわざるを得ない」と強調しました。 

 

集配運転者も対象に 改善基準の連続運転規制 
 

厚生労働省は、来年４月に適用される労働時間等改善基準告示に関

するＱ＆Ａを公表しました。運転開始後４時間以内に合計 30分以上中

断し、原則休憩を与えることとするトラック運転者の連続運転規制に

ついて、断続的に運転を中断し、荷積み・荷卸しを繰り返す小口集配

業務従事者にも適用されるとしています。 

Ｑ＆Ａでは、新告示が中断時に「原則として休憩」を与えるよう定めた背景として、とくに

近・中距離の自動車運転者の運転中断時に休憩が確保されていなかった点を挙げました。その

うえで、告示上も特定の自動車運転者を適用除外とする規定は設けられていないとしました。 

中断時の休憩を労働基準法第 34 条の休憩に含めて与えるかどうかについては、各事業場で定

めるべき事項であるとして、労使で話し合ったうえで、就業規則で定めるよう促しています。 
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◆今月の労働安全衛生 ―はしご・脚立での労災― 
 

はしご・脚立を安全に利用するポイントを取り上げます。はしごや脚立はごく身近な用具

であるため、墜落・転落の危険をそれほど感じずに使用し、大けがをするケースも少なくあ

りません。 

はしごや脚立に関する災害発生事例から、原因の特徴を踏まえた安全対策をとり、想定さ

れる危険予知に活用ください。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：職場のあんぜんサイト（厚生労働省）） 
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◆実務に役立つＱ＆Ａ 
 

定時決定は不要か ７月で退職する従業員 
 

納付リミットいつか 学生特例で猶予の期間 

 
 
 
 

 

定時決定は、４～６月の報酬の月平均で標準報酬月額を見直すものです（健保法

41 条）。見直し後の標準報酬月額は、随時改定などがなければ９月～翌年８月ま

で適用されます。対象者は、原則、７月１日に適用事業所において使用されている

すべての被保険者です。対象外となるのは、６月１日～７月１日に被保険者資格を

取得した者と、７～９月に随時改定や育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定が予定

される者です（同条３項）。後者については、７～９月に随時改定などがあると、改定後の標

準報酬月額を翌年８月まで適用するため、定時決定との競合を避け、その年の定時決定をなか

ったものとする扱いとしたとしています（健康保険法の解釈と運用）。 

ご質問の場合は、この対象外の事由に含まれないことから、定時決定を行うことになります。 

 

 

◆調査 

 年休違反が大幅増に 令和 3年労働基準監督年報 
厚生労働省がまとめた令和３年労働基準監督年報で、定期監督を受けた事業場のうち、年５日

の年次有給休暇の時季指定義務などを定める労働基準法第 39 条（年次有給休暇）に違反した事

業場数が前年の３倍近くに増加したことが判明しました。 

労働基準法の違反状況 

 平成 31年・ 

令和元年 
令和 2年 令和 3年 

労働条件の明示 14,261 10,817 10,025 

労働時間 30,285 19,493 18,007 

割増賃金 23,238 16,701 16,521 

就業規則 12,038 9,088 9,148 

年次有給休暇 246 3,486 9,783 

年次有給休暇管理簿 1,774 5,443 7,370 

平成 31 年４月の改正労働基準法施行により、全企業において、年 10 日以上の年休が付与さ

れる労働者に対し、年５日について時季を指定して取得させることが義務付けられました。 

同年報によると、法改正から３年目に当たる令和３年の定期監督総数は 12 万 2054 事業場。

このうち「年次有給休暇」の違反がみつかったのは 9783 事業場で、3486 事業場だった前年の

2.8倍に上りました。 

また、年休付与の「基準日」などを記録した書類の作成・保存を定めた労基則第 24条の７

（年次有給休暇管理簿）違反も増加。令和３年は 7370事業場で、前年（5443事業場）の 1.4

倍に増えました。 

年休５日以上の取得についてはかなり浸透しているようですが、「年休管理簿」については

まだまだの会社も多いように感じます。お困りの際はご連絡ください。

従業員から、転職が決定したということで、退職の申出がありました。引継ぎの都合

もあるので、退職日を７月末にしようと話を進めています。社会保険の定時決定の時期

が近付いていますが、７月に退職となって改定後の標準報酬月額を適用しない場合にお

いても、手続きは必要になるのでしょうか。 

Q 

A 
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◆身近な労働法の解説 ―労働契約の成立と求人票― 

 

今回は、求人票について労働契約法の視点で解説します。 

 

１．労働契約は合意により成立する 

労契法６条は、「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対し

て賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」と定め

ています。 

 

２．条文の趣旨と解説 

当事者の合意により契約が成立することは、契約の一般原則であり、労働契約についても

当てはまります。６条は、この労働契約の成立についての基本原則である「合意の原則」を

確認したものです。 

合意の要素は、「労働者が使用者に使用されて労働」することおよび「使用者がこれに対

して賃金を支払う」ことです。 

労働契約は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者の合意のみにより成立します。

したがって、労働契約の成立の要件としては、契約内容について書面を交付することまでは

求められないものです（平 24・８・10基発 0810第２号、労働契約の締結に際し、労働条

件の書面明示が必要です（労基法 15条））。 

また、６条の労働契約の成立の要件としては、労働条件を詳細に定めていなかった場合で

あっても、労働契約そのものは成立し得ます。判例（最二小判昭 54・７・20）では、採用

内定により労働契約が成立していると解されたものがあります（始期付解約権留保付労働契

約）。 

 

3．労働条件の明示 

使用者は、労働契約の締結に際し、賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければな

りません（労基法 15条１項）。 

 その労働条件を明示すべきタイミングは「労働契約の締結時」ですが、採用内定時点で

も、労働契約が成立していると考えられる場合には、その時点での労働条件明示が必要で

す。 

  

4．求人票と異なる労働条件で働かせてもいいの？ 

 求人票と異なる条件を提案すること自体は禁止されていません。応募してきた方が、正社

員の採用条件には満たないという場合、有期契約の提案をすることはおおいに考えられます

が、これが直ちに問題ということはありません。 

提示された変更後の労働条件に労働者が合意すれば、新しい労働条件での契約が成立する

ことになります。ただし、変更した内容の労働条件の明示をし、合意したことを証明できな

ければ、求人内容での労働契約が成立したと認定される可能性があるため、必ずしっかり書

面で確認をすることが重要です。 

なお、労働者が変更後の労働条件での提案に応じなかった場合には、契約内容が合意に至

らなかった＝「不成立」となります。 

 

ご担当者の方へ≫ 

労働契約は合意により成立するため、口約束でも有効になることがあります。後々のトラ

ブルを防ぐために、書面により契約合意の証拠を残すことは重要です。 
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◆助成金情報 
 

65歳超雇用推進助成金（65歳超継続雇用促進コース） 
 

生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年の引上げや継続雇用制度などにより、

65歳以降も継続雇用する措置を新たに導入した事業主に支給される助成金です。 
 

【対象となる措置と支給額】 

 次のいずれかを就業規則または労働協約に規定し、実施した場合に受給できます。 

① 65歳以上への定年の引上げ、または定年の定めの廃止 

  

65歳 

66歳～69歳 

70歳以上 
定年の定め

の廃止 （5歳未満の 

引上げ） 

（5歳以上の 

引上げ） 

１～３人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円 

４～６人 20万円 25万円 50万円 50万円 80万円 

７～９人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円 

10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円 

② 希望者全員を対象とする 66歳以上の継続雇用制度の導入 

  

66～69歳 70歳以上 

１～３人 15万円 30万円 

４～６人 25万円 50万円 

７～９人 40万円 80万円 

10人以上 60万円 100万円 

③ 他社による継続雇用制度の導入 

措置内容 66歳～69歳 70歳以上 

支給上限額 10万円 15万円 

【対象となる事業主の要件】 

１．支給申請日の前日において、当該事業主に１年以上継続して雇用されている 60歳以上

の雇用保険被保険者が１人以上いること 

２．定年引上げ等の措置の実施に要した経費（就業規則の作成等のために要した専門家等へ

の委託費等）を支払っていること 

３．高年齢者雇用等推進者の選任に加え、次の(1)～(7)の高年齢者雇用管理に関する措置を

１つ以上実施していること 

 (1) 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等 

 (2) 作業施設・方法の改善 

 (3) 健康管理、安全衛生の配慮 

 (4) 職域の拡大 

 (5) 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進 

 (6) 賃金体系の見直し 

 (7) 勤務時間制度の弾力化 

措置内容 

60 歳以上 

被保険者数 

60 歳以上 

被保険者数 

措置内容 
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◆今月の実務チェックポイント 

 

出産育児一時金について 
 
今回は、健康保険の被保険者または被扶養者が出産した場合に、出産費用の補填として支

給される一時金について説明します。被保険者が出産した場合に支給される一時金を「出産

育児一時金」、被扶養者が出産した場合に支給される一時金を「家族出産育児一時金」とい

います。 
 

○出産育児一時金・家族出産育児一時金の対象となる出産 

出産育児一時金・家族出産育児一時金ともに、妊娠４カ月（85 日）以上の出産が対象と

なり、早産、死産、流産、人工妊娠中絶（経済的な理由によるものも含む）でも支給されま

す。 
 

○出産育児一時金の額 

支給額は、出産育児一時金・家族出産育児一金とも１児につき 50 万円です（産科医療補

償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は 48.8 万円となります）。出産育児一

時金または家族出産育児一時金とも多胎児を出産した場合は、胎児数分支給されることにな

ります（50 万円×出生児数）。一時金の金額は、令和５年４月１日以降の出産にかかるも

のから従前と比べ８万円増額されました。 
 

○産科医療補償制度とは 

病院、診療所や助産所といった分娩を取り扱う機関が加入す

る制度です。一定条件を満たした分娩について、その分娩に関

連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を補償

する制度です。 
 

○直接支払制度と受取代理制度 

出産費用を支払うことによる被保険者等の経済的な負担を軽減するために、出産育児一時

金または家族出産育児一時金を、全国健康保険協会または健康保険組合から医療機関に直接

支払う仕組みがあり、これを直接支払制度といいます。出産費用が一時金の額を超えたとき

は、一時金との差額を医療機関等へ支払い、出産費用が一時金の額を下回ったときは、全国

健康保険協会または健康保険組合に申請することにより、被保険者に差額が支給されること

になります。医療機関等から直接支払制度利用の意思確認がありますので、使用する意思が

ある場合は一時金の申請・受取に係る合意文書を医療機関等と取り交わすことになります。 

直接支払制度は医療機関等に事務的な負担等がかかるため、その負担等により影響が大き

いと考えられる施設（年間の分娩件数が 100件以下または収入に占める正常分娩にかかる

収入の割合が 50％以上で、厚生労働省へ届け出た診療所・助産所）については、被保険者

に代わって医療機関等が一時金を受け取る「受取代理制度」を利用することができます。受

取代理制度は、直接支払制度に対応していない比較的小規模な医療機関等が利用している場

合が多いといえます。 

被保険者等の意思で直接支払制度や受取代理制度を利用しないことも可能です。この場合

は、後日「健康保険被保険者（または家族）出産育児一時金支給申請書」（全国健康保険協

会の場合。健康保険組合の場合は書類名が異なることがあります。）を、事業主を経由して

全国健康保険協会または健康保険組合に提出して支給を受けることが可能です。直接支払制

度または受取代理制度いずれも適用していない医療機関であれば仕方がありませんが、高額

な出産費用を一時的に立て替えて支払うことは経済的な負担が大きいため、現実的には直接

支払制度または受取代理制度を利用するのがよいといえます。 
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◆ちょっと、ひといき。パズルの時間 

☆黄色いマスの文字をつなげると、ある映画のタイトルが出てきます。※答えは次号 
（ヒント：36年ぶりの続編が話題になりました） 
 

タテのカギ 

1.業務や育児の負担が一人にだけ集中してしまう状態 
2.人を保護する施設や場所 
3.インド発祥のエクササイズ 
4.馴染まない、しっくりこない感覚 
5.野球場で両チームの選手や監督が控え場所 
6.西洋風の居酒屋 
8.裏打ちのリズムが特徴的なジャマイカ発祥の音楽 

10.内角高めのストライクゾーン 
13.機械などが正しく動かないこと 
16.7月 1日～7日は「全国○○○○週間」 
17.ガラス等で作られた飲料用の容器 
19.今年の夏のこと 
20.手術時に痛みを感じないように体をマヒさせる 
21.ヨコ２１の略称 
22.○○シェンコ大統領はベラルーシのトップ 
 

ヨコのカギ 

1.祭りでみこしを担ぐときの掛け声 

5.荷物運搬用の馬 

7.元巨人軍エースで、現在は野球解説者。作新学院出身の「元祖・怪物」 

9.オリーブ○○○、クレンジング○○○、エンジン○○○ 

11.群馬県名物「○○○天下とからっ風」 

12.建物の形が五角形であることからつけられたアメリカ国防省の通称 

14.気分がひどく落ち込んだり、意欲が低下したりする病気 

15.ソフトの反対 

16.英語で言うと「After」 

17.広島東洋カープは、広島城の別名「○○城」からその名がつけられた 

18.肝機能に効く生薬。スパイスとして使う場合はターメリックと呼ばれる 

21.大谷翔平選手が所属するエンゼルスの本拠地 

23.強い圧力をかけて金属等を加工するための機械 

24.北海道ではおなじみの、氷下魚（こまい）の別名 

６月号の答え：ドラえもん 

 

◆今月の業務スケジュール   
 

労務・経理 慣例・ 行事 

●６月分の社会保険料の納付 

●６月分の源泉徴収所得税額・特別徴収住民税額の納付 

●労働保険の年度更新 申告・納付（～７月 10日） 

●労働保険料（第 1期分）の納付（延納申請をした場合） 

●労働者死傷病報告の提出（４～６月分） 

●社会保険の算定基礎届の提出 

●高齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出 

●全国安全週間 

 

 

 

（出題＝高草木彩） 

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16

17 18 19 20

21 22

23 24


